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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

連結経営指標等

　

回次
第162期

第２四半期連結
累計期間

第162期
第２四半期連結
会計期間

第161期

会計期間

自　平成20年
　　４月１日
至　平成20年
　　９月30日

自　平成20年
　　７月１日
至　平成20年
　　９月30日

自　平成19年
　　４月１日
至　平成20年
　　３月31日

売上高 (百万円) 20,009 10,294 39,799

経常利益 (百万円) 700 400 1,115

四半期(当期)純利益 (百万円) 249 154 1,174

純資産額 (百万円) ― 15,787 15,574

総資産額 (百万円) ― 54,037 54,363

１株当たり純資産額 (円) ― 1,364.351,346.19

１株当たり四半期
(当期)純利益

(円) 22.10 13.62 103.90

潜在株式調整後
１株当たり四半期
(当期)純利益

(円) ─ ─ ─

自己資本比率 (％) ― 28.56 27.96

営業活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) 334 ― 278

投資活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △322 ― 1,216

財務活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △462 ― 185

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(百万円) ― 3,896 4,344

従業員数 (名) ― 546 539

(注) １　売上高には、消費税等は含まれておりません。

２　潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益については、潜在株式がないため記載しておりません。
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２ 【事業の内容】

　

当第２四半期連結会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）において営まれている

事業の内容に重要な変更はありません。

また、主要な関係会社についても移動はありません。

　

３ 【関係会社の状況】

　

当第２四半期連結会計期間において、重要な関係会社の移動はありません。

　

４ 【従業員の状況】

　

(1) 連結会社における状況

平成20年９月30日現在

従業員数(名)
（190）
546  

(注)　１　従業員数は就業人員であります。

 ２　従業員数欄の（外書）は臨時従業員の当第２四半期連結会計期間の平均雇用人員であります。　

　

(2) 提出会社の状況

平成20年９月30日現在

従業員数(名)
（31）
176  

(注)　１　従業員数は就業人員であります。

 ２　従業員数欄の（外書）は臨時従業員の当第２四半期会計期間の平均雇用人員であります。　
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第２ 【事業の状況】

１ 【生産、受注及び販売の状況】

(1) 生産実績

当第２四半期連結会計期間における生産実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりで

あります。

事業の種類別セグメントの名称 生産高(百万円)

皮革関連事業 70

非皮革部門事業 2,943

その他事業 13

合計 3,027

(注) １　セグメント間取引については、相殺消去しております。
２　金額は、製造原価によっております。
３　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　

(2) 受注実績

製品の性質上、受注生産は行っておりません。

　

(3) 販売実績

当第２四半期連結会計期間における販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりで

あります。

事業の種類別セグメントの名称 販売高(百万円)

皮革関連事業 3,106

非皮革部門事業 4,974

その他事業 2,213

合計 10,294

(注) １　セグメント間取引については、相殺消去しております。

２　主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は、100分の10以上の相手先の該当がな

いので記載を省略しております。

３　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　

２ 【経営上の重要な契約等】

　

当第２四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等は行われておりません。
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３ 【財政状態及び経営成績の分析】

　

文中の将来に関する事項は、本四半期報告書提出日現在において当社グループ(当社及び連結子会社)が

判断したものであります。

(1) 経営成績の分析

当第２四半期連結会計期間におけるわが国経済は、原油高、諸物価の値上がり、更には米国経済に影響

されたこれまでの停滞感から９月央に発生した米国の金融危機が世界に伝播するに至り、今や減速が鮮

明に見通される状況になってまいりました。 

　このような環境下におきまして、当社グループとして当社製品の品質の優位性と企業収益の維持・確保

に努めてまいりました結果、当第２四半期連結会計期間の売上高は、10,294百万円となり、当第２四半期

連結累計期間の売上高は、20,009百万円となりました。 

　営業利益につきましては、全体として堅調に推移するなか、特に化粧品や健康食品などペプタイド関連

の高付加価値商品が好調であったことに加え、販売費及び一般管理費が1,532百万円と軽減されたことに

より、当第２四半期連結会計期間は、598百万円となりました。 

　経常利益につきましては、支払利息、受取手形売却損150百万円、為替差損47百万円を計上したことによ

り400百万円となりました。 

　四半期純利益につきましては、東京都足立区の本社工場跡地の再開発に関連し、固定資産除却損8百万

円、土壌対策費等の開発関連費用として100百万円などを特別損失に計上したことに加え、税金費用とし

て117百万円計上した結果154百万円となり、第１四半期連結会計期間とあわせ当第２四半期連結累計期

間の四半期純利益は、249百万円となりました。 

　事業別の状況につきましては以下の通りであります。

① 皮革関連事業 

自動車用革は本邦及び中国市場での販売は略横ばいで推移いたしましたが、紳士及び婦人靴用革の

販売は皮革以外の素材の伸長や、特に婦人靴における大手靴販売会社の倒産による影響もあり苦戦い

たしました。 

　また、連結子会社において、カジュアル・シューズの販売を新規に開始し、現在、拡販に注力しており

ます。 

　この結果、皮革関連事業の売上高は、3,106百万円となりましたが、販売経費が増加し営業利益は、53百

万円に留まりました。

② 非皮革部門事業 

ゼラチン部門におきましては、食品用及び写真用ゼラチンは略横ばいで推移いたしました。 

一方、ペプタイドはコラーゲン・ブームが持続しており、主に飲料用原料としてのペプタイド販売は堅

調に推移いたしました。 

　コラーゲン部門におきましては、コラーゲン・ケーシング製造での原料、燃料のコストプッシュ要因

が残るなか、輸出は数量的には増加したものの、円高傾向で推移している為替が逆風となりました。ま

た、国内販売においては、中国などからの輸入品に替わる生産の国内回帰の感もあり、部門全体では若

干増加いたしました。 

　コラーゲン化粧品におきましては、「スキンケアクリーム」や「コラーゲン１００」などで、品質本

位を旨とした販売と利益拡大に努めました結果、売上高は略横ばいながら、販売経費と営業利益に大き

な改善がみられました。 

　この結果、非皮革部門事業の売上高は、4,974百万円となり、営業利益は、530百万円となりました。

③ その他事業

リンカー部門におきましては、サプライヤー側の都合で激減した化成品取引の一部再構築と、マスキ

ング・フィルムの取引が順調に推移したため、売上高及び営業利益は回復基調にあります。 

　不動産部門におきましては、東京都足立区及び大阪市浪速区の土地で、再開発計画が完了するまで引

き続き暫定事業として賃貸事業を行なっております。 

　そのほか、連結子会社におきましては、輸入食材、穀物関連は略横ばいに推移いたしましたが、木材関

連の取引を新規に行っております。 

　この結果、その他事業全体で売上高は、2,213百万円となり、営業利益は、281百万円となりました。
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(2) 財政状態の分析

当第２四半期連結会計期間末の総資産は54,037百万円となり、第１四半期連結会計期間末と比べ903百

万円の減少となりました。

① 資産の部

流動資産は、18,933百万円となり、第１四半期連結会計期間末と比べ746百万円の減少となりました。

主な内容は、過年度に売却した土地の未収残金422百万円の入金などによりその他流動資産が527百万

円、たな卸資産が172百万円減少したことなどによるものです。 

　固定資産は、35,087百万円となり、第１四半期連結会計期間末と比べ155百万円の減少となりました。

主な内容は、東京都足立区の再開発に伴う設備投資などで建設仮勘定が197百万円増加したほか、投資

有価証券が時価下落により259百万円、長期貸付金が19百万円、破産更生債権等が54百万円減少したこ

となどによるものです。

② 負債の部

流動負債は、21,505百万円となり、第１四半期連結会計期間末と比べ446百万円の減少となりました。

主な内容は、役員賞与引当金及び賞与引当金が230百万円増加し、仕入債務が266百万円、短期借入金が

149百万円、設備関係支払手形の増加したものの、未払賞与の減少によりその他流動負債が315百万円減

少したことなどによるものです。 

　固定負債は、16,744百万円となり、第１四半期連結会計期間末と比べ397百万円の減少となりました。

主な内容は、長期借入金が154百万円増加し、社債が447百万円、繰延税金負債が93百万円減少したこと

などによるものです。

③ 純資産の部

株主資本は、7,470百万円となり、第１四半期連結会計期間末と比べ153百万円の増加となりました。

主な内容は、四半期純利益による増加154百万円によるものです。

　評価・換算差額等は、7,960百万円となり、第１四半期連結会計期間末と比べ206百万円の減少となり

ました。主な内容は、有価証券評価差額金174百万円、繰延ヘッジ損益29百万円の減少などによるもので

す。 

　その他少数株主持分6百万円の減少などにより純資産合計は、15,787百万円となり、第１四半期連結会

計期間末と比べ59百万円の減少となり、自己資本比率は28.56％となりました。

　

(3) キャッシュ・フローの状況

当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、第１四半期連結会計期間末と比べ52百

万円資金が増加し、3,896百万円となりました。

① 営業活動によるキャッシュ・フロー

当第２四半期連結会計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、296百万円の収入となり

ました。主な内容は、営業収入422百万円及び利息の支払額132百万円などによるものです。

② 投資活動によるキャッシュ・フロー

当第２四半期連結会計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは207百万円の収入となり

ました。主な内容は、過年度に売却した土地の未収残金の入金などによる422百万円及び破産更生債権

等の入金44百万円、並びに東京都足立区の再開発に伴う基盤整備費などの設備投資274百万円を支出し

たことなどによるものです。

③ 財務活動によるキャッシュ・フロー

当第２四半期連結会計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは449百万円の支出となり

ました。主な内容は、社債の償還による支出447百万円などであります。

　

(4) 事実上及び財務上の対処すべき課題　

当第２四半期連結会計期間において、当社グループの事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変

更及び新たに生じた課題はありません。 

　なお、当社は、財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その内

容等(会社法施行規則第127条各号に掲げる事項)は次のとおりです。
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(当社株式の大量買付行為への買収防衛策の導入に関して)

① 基本方針の内容

当社は、公開会社として当社株式の自由な売買が可能である以上、特定の者の大量買付行為に対する判断は、最

終的には株主の皆さまの意思に委ねられるべきものであると考えております。

　また、大量買付行為が具体化した一定の合理的なルールに従って行われることが企業価値ひいては株主共同利益

に合致すると考えております。

　当社は「確かな技術を基に、『お客様のニーズ』に合致する高品質の製品を提供し、『顧客満足度』を高めるこ

と」を通じて、企業の存在価値と企業価値の向上に取り組んでおります。 

　「企業価値の向上」を実現するため、永年にわたり差別性の高い高付加価値商品の研究開発と製品化に経営資源

を重点投入しており、その成果は、コラーゲン・ケーシング、コラーゲン化粧品、医薬用コラーゲンペプチド等々と

して、当社事業の根幹を形成するに至っております。　 

　当社は、中長期的に企業価値向上に集中して取り組むために、濫用的な買収等に対する防衛策をあらかじめ導入

しておくことが必要不可欠であると判断いたしております。

② 基本方針の実現に資する特別な取組み

当社は、企業価値ひいては株主共同の利益を確保し向上するための取り組みとして、当社の強みであるバイオマ

トリックス研究をさらに深耕させ、さまざまな高機能商品の開発を推進することで、事業領域の拡大と高収益体質

化を図り、高付加価値化および企業価値の最大化を目指し、顧客・取引先のみならず株主・投資家の皆様にとって

魅力ある会社となるよう、さらなる成長と収益力の改善に努めてまいります。

③ 基本方針に照らして不適切な者が支配を獲得することを防止するための取組み

当社は、平成18年６月28日開催の第159回定時株主総会において「当社株式の大量買付行為への対応策」（以下

「本プラン」といいます。）の導入の承認を得ております。 

　本プランは、突然の大量買付行為等がなされたときに、その当否やこれに応じるか否かについて、株主の皆さまが

適切に判断するために必要な情報や期間を確保したり、当社が大量買付者との交渉・協議を行ったりするための

手続きを定めることにより、前記の基本方針に反するような濫用的な買付に対する一定の抑止力を具備し、当社企

業価値ひいては株主共同の利益を確保・向上させることを目的とするものです。 

　本プランの対象となる大量買付行為とは、特定の株主グループの議決権割合が20％を超えることを目的とする買

付行為等をいい、買付者がかかる大量買付行為を行おうとする場合には、まず当社代表取締役宛に、本プランに定

める手続きに従う旨の書面を提出いただくとともに、株主の皆さまの判断および当社としての意見形成のために

必要な情報を提供していただきます。 

　その後、60営業日または90営業日を、当社が大量買付行為に対する評価、検討、交渉、意見形成、代替案立案を行う

ための期間とし、大量買付行為はこの期間経過後にのみ開始されるものとします。 

　当社は、買付者が本プランの手続きを守らなかった場合、または大量買付行為の内容を検討し、買付者との協議・

交渉を行った結果、大量買付行為が、予め定められた合理的・客観的な基準に照らし、当社の企業価値ひいては株

主共同の利益を侵害するおそれが明白であると判断した場合には、新株予約権の無償割当てによる対抗措置をと

ることがあります。 

　対抗措置発動の判断にあたっては、その客観性および合理性を担保し当社取締役会の恣意性を排するため、外部

専門家等の助言、ならびに当社社外取締役・社外監査役・社外有識者から構成される特別委員会の勧告を最大限

尊重した上で決定します。 

　また、当社は、買付行為やこれに対する当社の評価・代替案、特別委員会の勧告内容等を適切に情報開示いたしま

す。 

④ 具体的取組みに対する当社取締役会の判断およびその理由

当社の経営計画および本プランは、当社基本方針に沿うものであるとともに、次の点において当社取締役の地位

の維持を目的とするものではありません。

ⅰ 本プランの導入は株主総会における承認を得たものであること。

ⅱ 本プランの有効期間が３年間であり、有効期間中であっても株主総会または当社取締役会の 決議により廃止

できるとされていること。

ⅲ 本プランの対抗措置の発動については、予め定められた合理的・客観的な要件を設定しており、しかもこれら

要件は基本方針において、当社の財務および事業の方針の決定を支配する者として適当でないとされる場合と

一致させていること。

ⅳ 本プランを適正に運用し、取締役会によって恣意的な判断がなされることを防止するため特別委員会を設置す

るとともに、当社取締役会は特別委員会の勧告を最大限尊重することとしていること。

　

(5) 研究開発活動

　当第２四半期連結会計期間の研究開発費の総額は19百万円であります。
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第３ 【設備の状況】

(1) 主要な設備の状況

当第２四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な変更はありません。

　

(2) 設備の新設、除却等の計画

当第２四半期連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設、除却等はありません。
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第４ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 48,000,000

計 48,000,000

　

② 【発行済株式】

種類
第２四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成20年９月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成20年11月14日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 12,000,00012,000,000
　ジャスダック証券

取引所

完全議決権株式であり、権利内
容に何ら限定のない当社におけ
る標準となる株式

計 12,000,00012,000,000― ―

　

(2) 【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

　

(3) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

　

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数
(千株)

発行済株式
総数残高
(千株)

資本金増減額
(百万円)

資本金残高
(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高
(百万円)

平成20年９月30日 ─ 12,000 ─ 3,500 ─ 282

　

(5) 【大株主の状況】

平成20年9月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

株式会社リーガルコーポレーション 東京都足立区千住橋戸町2 2,787 23.23

大成建設株式会社 東京都新宿区西新宿1丁目25-1 700 5.83

株式会社ホテルオークラ 東京都港区虎ノ門2丁目10-4 553 4.61

東京建物株式会社 東京都中央区八重洲1丁目9-9 500 4.17

昭栄株式会社 東京都千代田区神田錦町1丁目2-1 366 3.05

財団法人日本皮革研究所 東京都足立区千住緑町1丁目1 362 3.02

株式会社みずほコーポレート銀行 東京都千代田区丸の内1丁目3-3 349 2.90

中央建物株式会社 東京都中央区銀座2丁目6-12 320 2.67

みずほ信託銀行株式会社 東京都中央区八重洲1丁目2-1 300 2.50

東海パルプ株式会社 静岡県島田市向島町4379番地 250 2.08

計 ― 6,488 54.07
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(6) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

平成20年9月30日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)

(自己保有株式)
           32,000

―
権利内容に何ら限定のない当社にお
ける標準となる株式

(相互保有株式)
            5,000

― 同上

完全議決権株式(その他)
普通株式
       11,849,000 11,849

同上

単元未満株式
普通株式
          114,000

― 同上

発行済株式総数 12,000,000― ―

総株主の議決権 ― 11,849 ―

　(注)１　「単元未満株式」欄には、当社保有の自己株式551株が含まれております。　

２　証券保管振替機構名義の株式はありません。

　

② 【自己株式等】

平成20年９月30日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

（自己保有株式）
株式会社ニッピ

（相互保有株式）
株式会社ボーグ

東京都足立区千住緑町1丁目1-1

千葉県松戸市稔台802番地15

32,000

5,000

―

―

32,000

5,000

0.27

0.04

計 ― 37,000 ― 37,000 0.31

　

２ 【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

月別
平成20年
　４月 　５月 　６月 　７月 　８月 　９月

最高(円) 469 459 436 418 408 398

最低(円) 426 414 415 381 391 369

(注)　最高・最低株価は、ジャスダック証券取引所におけるものであります。　

　

３ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期報告書提出日までの役員の異動はありません。

　

EDINET提出書類

株式会社ニッピ(E01120)

四半期報告書

10/27



第５ 【経理の状況】

１　四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19

年内閣府令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。

　なお、当第２四半期連結累計期間(平成20年４月１日から平成20年９月30日まで)は、「財務諸表等の用語、

様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(平成20年８月７日　内閣府令第50号)附則

第７条第１項第５号のただし書きにより、改正後の四半期連結財務諸表規則を早期に適用しております。

　

２　監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当第２四半期連結会計期間(平成20年７月１

日から平成20年９月30日まで)及び当第２四半期連結累計期間(平成20年４月１日から平成　20年９月30日

まで)に係る四半期連結財務諸表について、藍監査法人により四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】
(1)【四半期連結貸借対照表】

（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成20年９月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成20年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 3,959 4,407

受取手形及び売掛金 ※3
 7,473

※3
 7,289

商品及び製品 5,229 5,333

仕掛品 1,167 1,156

原材料及び貯蔵品 291 366

繰延税金資産 514 509

その他 349 879

貸倒引当金 △52 △70

流動資産合計 18,933 19,871

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 4,203 4,384

機械装置及び運搬具（純額） 720 696

土地 23,193 23,193

リース資産（純額） 31 －

建設仮勘定 1,642 858

その他（純額） 89 96

有形固定資産合計 ※1
 29,880

※1
 29,229

無形固定資産

リース資産 23 －

その他 3 3

無形固定資産合計 27 3

投資その他の資産

投資有価証券 4,296 4,291

長期貸付金 443 468

繰延税金資産 159 144

破産更生債権等 1,480 1,487

その他 368 373

貸倒引当金 △1,569 △1,524

投資その他の資産合計 5,180 5,241

固定資産合計 35,087 34,473

繰延資産

社債発行費 16 18

繰延資産合計 16 18

資産合計 54,037 54,363
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（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成20年９月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成20年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 8,376 8,980

短期借入金 ※4
 10,047

※4
 10,098

1年内償還予定の社債 995 995

リース債務 11 －

未払法人税等 138 135

未払消費税等 47 75

賞与引当金 410 408

役員賞与引当金 51 46

その他 1,426 1,074

流動負債合計 21,505 21,815

固定負債

社債 1,432 1,930

長期借入金 7,233 7,050

リース債務 43 －

退職給付引当金 1,835 1,915

役員退職慰労引当金 405 411

再評価に係る繰延税金負債 5,454 5,454

繰延税金負債 178 35

その他 160 175

固定負債合計 16,744 16,973

負債合計 38,249 38,788

純資産の部

株主資本

資本金 3,500 3,500

資本剰余金 1,157 1,157

利益剰余金 3,033 2,873

自己株式 △220 △221

株主資本合計 7,470 7,308

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 367 314

繰延ヘッジ損益 △66 △65

土地再評価差額金 7,656 7,656

為替換算調整勘定 2 2

評価・換算差額等合計 7,960 7,908

少数株主持分 356 357

純資産合計 15,787 15,574

負債純資産合計 54,037 54,363
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(2)【四半期連結損益計算書】
【第２四半期連結累計期間】

（単位：百万円）

当第２四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日
 至 平成20年９月30日)

売上高 20,009

売上原価 15,652

売上総利益 4,357

販売費及び一般管理費 ※1
 3,359

営業利益 997

営業外収益

受取利息 4

受取配当金 43

その他 23

営業外収益合計 70

営業外費用

支払利息 244

手形売却損 49

為替差損 10

持分法による投資損失 29

その他 33

営業外費用合計 368

経常利益 700

特別損失

固定資産除却損 ※2
 82

固定資産売却損 ※3
 2

投資有価証券売却損 ※4
 1

会員権評価損 6

たな卸資産処分損 4

貸倒引当金繰入額 26

土地開発関連費用 103

その他 2

特別損失合計 229

税金等調整前四半期純利益 471

法人税、住民税及び事業税 123

法人税等調整額 90

法人税等合計 213

少数株主利益 7

四半期純利益 249
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【第２四半期連結会計期間】
（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間
(自 平成20年７月１日
 至 平成20年９月30日)

売上高 10,294

売上原価 8,163

売上総利益 2,131

販売費及び一般管理費 ※1
 1,532

営業利益 598

営業外収益

受取利息 3

受取配当金 5

その他 12

営業外収益合計 20

営業外費用

支払利息 124

手形売却損 25

為替差損 47

持分法による投資損失 1

その他 19

営業外費用合計 218

経常利益 400

特別利益

投資有価証券売却益 ※2
 0

特別利益合計 0

特別損失

固定資産除却損 ※3
 8

固定資産売却損 ※4
 2

会員権評価損 6

たな卸資産処分損 4

貸倒引当金繰入額 4

土地開発関連費用 100

その他 0

特別損失合計 127

税金等調整前四半期純利益 273

法人税、住民税及び事業税 29

法人税等調整額 88

法人税等合計 117

少数株主利益 2

四半期純利益 154
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：百万円）

当第２四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日
 至 平成20年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 471

減価償却費 322

繰延資産償却額 2

貸倒引当金の増減額（△は減少） 26

賞与引当金の増減額（△は減少） 1

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 5

退職給付引当金の増減額（△は減少） △79

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △6

受取利息及び受取配当金 △47

支払利息 244

為替差損益（△は益） 19

持分法による投資損益（△は益） 29

有形固定資産除却損 82

有形固定資産売却損益（△は益） 2

投資有価証券売却損益（△は益） 1

会員権評価損 6

土地開発関連費用 103

貸倒損失 0

売上債権の増減額（△は増加） △220

たな卸資産の増減額（△は増加） 168

仕入債務の増減額（△は減少） △604

未払消費税等の増減額（△は減少） △8

その他の資産の増減額（△は増加） 146

その他の負債の増減額（△は減少） 11

その他 0

小計 676

利息及び配当金の受取額 85

利息の支払額 △276

法人税等の支払額 △150

営業活動によるキャッシュ・フロー 334

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出 △3

投資有価証券の売却による収入 21

有形固定資産の取得による支出 △827

有形固定資産の売却による収入 422

無形固定資産の取得による支出 △0

貸付けによる支出 △2

貸付金の回収による収入 27

その他 40

投資活動によるキャッシュ・フロー △322

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） △160

長期借入れによる収入 2,308

長期借入金の返済による支出 △2,015

社債の償還による支出 △497

リース債務の返済による支出 △5

自己株式の取得による支出 △0

配当金の支払額 △83

少数株主への配当金の支払額 △5

財務活動によるキャッシュ・フロー △462
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（単位：百万円）

当第２四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日
 至 平成20年９月30日)

現金及び現金同等物に係る換算差額 2

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △447

現金及び現金同等物の期首残高 4,344

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※1
 3,896
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【継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況】

当第２四半期連結会計期間(自　平成20年７月１日　至　平成20年９月30日)

該当事項はありません。

　

【四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

当第２四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日　至　平成20年９月30日)

１　持分法の適用に関する事項の変更

（1）関連会社

㈱藤田商店は、当社と共同して「㈱ニッピ・フジタ」を新設し、皮革製品の仕入販売事業を分離しており、平

成19年12月３日特別清算手続を申請し、平成20年７月清算結了となったため、第１四半期連結会計期間から持分

法の適用範囲から除外しております。

　なお、四半期連結財務諸表に与える影響はありません。

２　会計処理基準に関する事項の変更

（1）棚卸資産の評価に関する会計基準の適用

「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準委員会　平成18年７月５日　企業会計基準第９号)を第１

四半期連結会計期間から適用し、評価基準については低価法から原価法(収益性低下による簿価切下げの方法)

に変更しております。

　なお、この変更に伴う損益に与える影響はありません。

（2）連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取り扱いの適用

「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」(企業会計基準委員会　平成18年

５月17日改正　実務対応報告第18号)を第１四半期会計期間から適用しております。

　なお、この変更に伴う損益に与える影響はありません。

（3）リース取引に関する会計基準の適用

「リース取引に関する会計基準」(企業会計基準委員会　平成５年６月17日　最終改正平成19年３月30日　企業

会計基準第13号)及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準委員会　平成６年１月18日　最

終改正平成19年３月30日　企業会計基準適用指針第16号)を第１四半期連結会計期間から早期適用し、所有権移

転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に準じた会計処理から通常の売買取引に係る方

法に準じた会計処理に変更し、リース資産として計上しております。

　また、リース資産の減価償却の方法は、リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとして算定する方法によっ

ており、リース取引開始日が適用初年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借

取引に係る方法に準じた会計処理を引き続き採用しております。

　この結果、従来の方法によった場合に比べ、当第２四半期連結累計期間末のリース資産が有形固定資産に31百

万円、無形固定資産に23百万円、リース債務が流動負債に11百万円、固定負債に43百万円計上されており、当第２

四半期連結累計期間の減価償却費は3百万円減少し、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益は、それ

ぞれ3百万円増加しております。

　なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。

　

【簡便な会計処理】

当第２四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日　至　平成20年９月30日)

１　棚卸資産の評価方法

棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性低下の事実が明らかなものについてのみ正味売却価額を見積もり、

簿価切下げを行う方法によっております。

２　法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法

法人税等の納付額の算定に関しては、加味する加減算項目を重要なものに限定する方法によっております。

　繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異等の発生状

況に著しい変化がないと認められるので、前連結会計年度において使用した将来の業績予測値及びタックス・

プランニングを利用する方法によっております。
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【四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理】

当第２四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日　至　平成20年９月30日)

　開発関連費用の処理方法

土地有効活用に伴う開発関連費用のうち、出来高払い、実費精算的な性格のもの等、完了時の金額を合理的に

見積もることが困難なもの、また、期中の発生額を年度内に亘り配分することが合理的と考えられるものについ

ては、四半期ごとに支出した金額、または、発生した金額を当該四半期を含め、年度内に亘り償却する方法によっ

ております。

　

【追加情報】

当第２四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日　至　平成20年９月30日)

　法人税法の改正(所得税法等の一部を改正する法律　平成20年４月30日　法律第23号)に伴い、法定耐用年数及び資

産区分が見直されたことにより、機械装置については、耐用年数６年としておりましたが、第１四半期連結会計期

間より５年に変更しております。

　この結果、従来の方法によった場合に比べ、当第２四半期連結累計期間の減価償却費は13百万円増加し、営業利

益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益は、それぞれ13百万円減少しております。

　なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。

　

【注記事項】

(四半期連結貸借対照表関係)

当第２四半期連結会計期間末
(平成20年９月30日)

前連結会計年度末
(平成20年３月31日)

※１　有形固定資産の減価償却累計額   13,896百万円※１　有形固定資産の減価償却累計額　 13,747百万円

　２　偶発債務

　連結子会社以外の会社の金融機関からの借入金に

対して、次のとおり債務保証を行っております。

㈱ボーグ 329百万円

霓碧（上海）貿易有限公司 5　〃

従業員 4　〃

計 338　〃

　２　偶発債務

　連結子会社以外の会社の金融機関からの借入金に

対して、次のとおり債務保証を行っております。

㈱ボーグ 353百万円

霓碧（上海）貿易有限公司 5　〃

従業員 5　〃

計 363　〃

※３　手形割引高及び裏書譲渡高

受取手形割引高 1,144百万円

受取手形裏書譲渡高 266百万円

※３　手形割引高及び裏書譲渡高

受取手形割引高 1,515百万円

受取手形裏書譲渡高 331百万円

※４　コミットメントライン契約

　運転資金の必要調達額の確保及び効率的資金運用
を行うため取引銀行８行と短期コミットメントライ
ンの設定契約を締結しております。

　当第２四半期連結会計期間末におけるコミットメ

ントラインに係る借入未実行残高等は次のとおりで

す。

コミットメントラインの総額 5,400百万円

借入実行残額 2,400　〃

差引額 3,000　〃

※４　コミットメントライン契約

　運転資金の必要調達額の確保及び効率的資金運用
を行うため取引銀行８行と短期コミットメントライ
ンの設定契約を締結しております。

　当連結会計年度末におけるコミットメントライン

に係る借入未実行残高等は次のとおりです。

 

コミットメントラインの総額 5,400百万円

借入実行残額 2,400　〃

差引額 3,000　〃
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(四半期連結損益計算書関係)

第２四半期連結累計期間

当第２四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日 
 至　平成20年９月30日)

※１　販売費及び一般管理費の主なもの

給与手当 709百万円

賞与引当金繰入額 182　〃

法定福利費 127　〃

包装運搬費 324　〃

広告宣伝費 557　〃

通信費 47　〃

販売促進費 179　〃

減価償却費 74　〃

※２　固定資産除却損

建物及び付属設備 70百万円

構築物 3　〃

車両運搬具 0　〃

工具器具備品 2　〃

撤去工事 5　〃

計 82　〃

※３　固定資産売却損

機械装置 1百万円

車両運搬費 0　〃

計 2　〃

※４　投資有価証券売却損

関係会社株式 1百万円

　

第２四半期連結会計期間

当第２四半期連結会計期間
(自　平成20年７月１日 
 至　平成20年９月30日)

※１　販売費及び一般管理費の主なもの

給与手当 357百万円

賞与引当金繰入額 88　〃

法定福利費 72　〃

包装運搬費 140　〃

広告宣伝費 163　〃

通信費 20　〃

販売促進費 81　〃

減価償却費 38　〃

※２　投資有価証券売却益

関係会社株式 0百万円

※３　固定資産除却損

車両運搬具 0百万円

工具器具備品 2　〃

撤去工事 5　〃

計 8　〃

※４　固定資産売却損

機械装置 1百万円

車両運搬具 0　〃

計 2　〃
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(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日 
 至　平成20年９月30日)

※１　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結

貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

現金及び預金 3,959百万円

　　　計 3,959百万円

預入期間が３か月超の定期預金 △63　〃

現金及び現金同等物 3,896百万円

　

(株主資本等関係)

当第２四半期連結累計期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年９月30日)及び

当第２四半期連結会計期間(自　平成20年７月１日　至　平成20年９月30日)

１　発行済株式に関する事項

株式の種類
当第２四半期
連結会計期間末

普通株式(株) 12,000,000

　

２　自己株式に関する事項

株式の種類
当第２四半期
連結会計期間末

普通株式(株) 689,824

　

３　配当に関する事項

　(1) 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成20年６月27日
定時株主総会

普通株式 83 7 平成20年３月31日 平成20年６月30日 利益剰余金

　
　(2) 基準日が当連結会計年度の開始の日から当四半期連結会計期間末までに属する配当のうち、配当の効

力発生日が当四半期連結会計期間の末日後となるもの

　　　該当事項はありません。
　
４　株主資本の著しい変動に関する事項

　　　該当事項はありません。

　

(リース取引関係)

「リース取引に関する会計基準」を早期適用し、リース取引開始日が適用初年度以前の所有権移転

外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を引き続き

採用しておりますが、前連結会計年度の末日と比較して著しい変動がありません。

　

(有価証券関係)

有価証券の四半期連結貸借対照表計上額その他の金額は、前連結会計年度の末日と比較して著しい

変動がありません。

　

(デリバティブ取引関係)

デリバティブ取引の四半期連結会計期間末の契約額等は、前連結会計年度の末日と比較して著しい

変動がありません。

　

(ストック・オプション等関係)

該当事項はありません。
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(セグメント情報)

【事業の種類別セグメント情報】

当第２四半期連結会計期間(自　平成20年７月１日　至　平成20年９月30日)

皮革関連事業
(百万円)

非皮革部門
事業
(百万円)

その他事業
(百万円)

計
(百万円)

消去又は全社
(百万円)

連結
(百万円)

売上高

　(1) 外部顧客に
　　　対する売上高

3,106 4,974 2,213 10,294 ― 10,294

　(2) セグメント間の内部
　　　売上高又は振替高

─ 0 347 348 (348) ―

計 3,106 4,975 2,561 10,642 (348) 10,294

営業利益(又は営業損失) 53 530 281 865 (266) 598

(注) １　事業区分は売上集計区分によっております。

２　各事業の主な製品 

（１）皮革関連事業………………靴用、底革、甲革、車両用 

（２）非皮革関連事業 

　　イ　ゼラチン部門事業………写真用、食用、一般用、ゼラチン、ペプタイド 

　　ロ　コラーゲン部門事業……ソーセージケーシング、コラーゲン化粧品 

（３）その他の事業………………不動産賃貸、化成品、リンカー、その他

　

当第２四半期連結累計期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年９月30日)

皮革関連事業
(百万円)

非皮革部門
事業
(百万円)

その他事業
(百万円)

計
(百万円)

消去又は全社
(百万円)

連結
(百万円)

売上高

　(1) 外部顧客に
　　　対する売上高

5,965 9,915 4,128 20,009 ― 20,009

　(2) セグメント間の内部
　　　売上高又は振替高

─ 2 695 697 (697) ―

計 5,965 9,917 4,823 20,707 (697) 20,009

営業利益(又は営業損失) 106 923 513 1,543 (545) 997

(注) １　事業区分は売上集計区分によっております。

２　各事業の主な製品 

（１）皮革関連事業………………靴用、底革、甲革、車両用 

（２）非皮革関連事業 

　　イ　ゼラチン部門事業………写真用、食用、一般用、ゼラチン、ペプタイド 

　　ロ　コラーゲン部門事業……ソーセージケーシング、コラーゲン化粧品 

（３）その他の事業………………不動産賃貸、化成品、リンカー、その他

３　「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更　２会計処理基準に関する事項の変更　(3)

リース取引に関する会計基準の適用」に記載の通り、「リース取引に関する会計基準」(企業会計基準委員会

　平成５年６月17日　最終改正平成19年３月30日　企業会計基準第13号)及び「リース取引に関する会計基準の

適用指針」(企業会計基準委員会　平成６年１月18日　最終改正平成19年３月30日　企業会計基準適用指針第16

号)を第１四半期連結会計期間から早期適用し、所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の

賃貸借取引に準じた会計処理から通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理に変更し、リース資産として

計上しております。 

　また、リース資産の減価償却の方法は、リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとして算定する方法に

よっており、リース取引開始日が適用初年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の

賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を引き続き採用しております。 

　この結果、従来の方法によった場合に比べ、当第２四半期連結累計期間における営業利益は「非皮革部門事

業」が3百万円増加しております。

４　「追加情報」に記載の通り、法人税法の改正(所得税法等の一部を改正する法律　平成20年４月30日　法律第23

号)に伴い、法定耐用年数及び資産区分が見直されたことにより、機械装置については、耐用年数６年としてお

りましたが、第１四半期連結会計期間から５年に変更しております。 

この結果、従来の方法によった場合に比べ、当第２四半期連結累計期間における営業利益は「非皮革部門事

業」が13百万円減少しております。
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【所在地別セグメント情報】

当第２四半期連結会計期間(自　平成20年７月１日　至　平成20年９月30日)及び

当第２四半期連結累計期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年９月30日)

全セグメントの売上高の合計額に占める日本の割合がいずれも90％を越えているため、記載を省略

しております。

　

【海外売上高】

当第２四半期連結会計期間(自　平成20年７月１日　至　平成20年９月30日)

北米 アジア 欧州 その他の地域 計

Ⅰ　海外売上高(百万円) 480 855 204 90 1,631

Ⅱ　連結売上高(百万円) ― ― ― ― 10,294

Ⅲ　連結売上高に占める
　　海外売上高の割合(％)

4.7 8.3 2.0 0.9 15.8

(注) １　国又は地域の区分は地理的近接度によっております。

２　各区分に属する主な国又は地域 

（１）北米……………………………アメリカ合衆国・カナダ 

（２）アジア…………………………韓国・中国・タイ・シンガポール・台湾・フィリピン 

（３）欧州……………………………フランス・イギリス・ギリシャ・イタリア・オランダ・オーストリア他

（４）その他の地域…………………オセアニア地域・中東地域・アフリカ地域・中南米地域

３　海外売上高は、当社及び連結子会社の輪出売上高であります。

　

当第２四半期連結累計期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年９月30日)

北米 アジア 欧州 その他の地域 計

Ⅰ　海外売上高(百万円) 913 1,668 473 179 3,235

Ⅱ　連結売上高(百万円) ― ― ― ― 20,009

Ⅲ　連結売上高に占める
　　海外売上高の割合(％)

4.6 8.3 2.4 0.9 16.2

(注) １　国又は地域の区分は地理的近接度によっております。

２　各区分に属する主な国又は地域 

（１）北米……………………………アメリカ合衆国・カナダ 

（２）アジア…………………………韓国・中国・タイ・シンガポール・台湾・フィリピン 

（３）欧州……………………………フランス・イギリス・ギリシャ・イタリア・オランダ・オーストリア他

（４）その他の地域…………………オセアニア地域・中東地域・アフリカ地域・中南米地域

３　海外売上高は、当社及び連結子会社の輪出売上高であります。
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(１株当たり情報)

１　１株当たり純資産額

当第２四半期連結会計期間末
(平成20年９月30日)

前連結会計年度末
(平成20年３月31日)

1,364.35 円 1,346.19 円

(注)　１株当たり純資産額の算定上の基礎

項目
当第２四半期連結会計期間末
(平成20年９月30日)

前連結会計年度末
(平成20年３月31日)

純資産の部の合計額(百万円) 15,787 15,574

普通株式に係る純資産額(百万円) 15,431 15,217

差額の主な内訳(百万円)

　少数株主持分 356 357

普通株式の発行済株式数(株) 12,000,000 12,000,000

普通株式の自己株式数(株) 689,824 696,114

１株当たり純資産額の算定に用いられた普通
株式の数(株)

11,310,176 11,303,886

　

２　１株当たり四半期純利益及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益

第２四半期連結累計期間

当第２四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日 
 至　平成20年９月30日)

１株当たり四半期純利益 22.10 円

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益 ─ 円

(注) １. 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式がないため記載しておりません。

２. １株当たり四半期純利益の算定上の基礎

項目
当第２四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日 
 至　平成20年９月30日)

四半期連結損益計算書上の四半期純利益(百万円) 249

普通株式に係る四半期純利益(百万円) 249

普通株式の期中平均株式数(千株) 11,309,406

　

第２四半期連結会計期間

当第２四半期連結会計期間
(自　平成20年７月１日 
 至　平成20年９月30日)

１株当たり四半期純利益 13.62 円

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益 ─ 円

(注) １. 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式がないため記載しておりません。

２. １株当たり四半期純利益の算定上の基礎

項目
当第２四半期連結会計期間
(自　平成20年７月１日 
 至　平成20年９月30日)

四半期連結損益計算書上の四半期純利益(百万円) 154

普通株式に係る四半期純利益(百万円) 154

普通株式の期中平均株式数(株) 11,310,232

　

(重要な後発事象)

　

該当事項はありません。
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２【その他】

第162期(平成20年４月１日から平成21年３月31日まで)中間配当については、平成20年11月12日開催の取

締役会において、これを行わない旨を決議いたしました。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

　

平成20年11月13日

株式会社 ニッピ

取締役会　御中

　

藍監査法人

　

指定社員
業務執行社員

公認会計士　　小　林　恒　男　　㊞

　

指定社員
業務執行社員

公認会計士　　古　谷　義　雄　　㊞

　

　

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式

会社ニッピの平成20年４月１日から平成21年３月31日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間(平成

20年７月１日から平成20年９月30日まで)及び第２四半期連結累計期間(平成20年４月１日から平成20年９月

30日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連

結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営

者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レ

ビューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対し

て実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正

妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行わ

れた。

　

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正

妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社ニッピ及び連結子会社の平成20年９

月30日現在の財政状態、同日をもって終了する第２四半期連結会計期間及び第２四半期連結累計期間の経営

成績並びに第２四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項

がすべての重要な点において認められなかった。

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　

以　上

　
 
(注) １　上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告

書提出会社)が別途保管しております。

２　四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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